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助成金・融資情報 

【分 類】①保健・医療・福祉 

事 業 名 福祉たすけあい基金スタ－ト助成 

主 催 公益財団法人かながわ生き活き市民基金 

 

 

内 容  

福祉たすけあい基金スタ－ト助成の趣旨・助成基準 

【趣旨】 

 県内で、福祉たすけあいに関わる地域課題を、市民が解決するため非営利な 

 事業・活動の立ち上げ支援を目的とする助成です。 

 特に設立後間もない団体の事業や、既存の団体が新たな課題解決に取り組む 

 新規事業立ち上げを支援します。 

【基準】 

 支援は最大３カ年を限度とします。 

 設備費等のほか、この事業のための人件費・家賃などランニングコストも対象 

 となります。中間支援機能・人材育成費用も対象となります。 

 同じ事業で別の助成金等を受ける場合は対象外です。 

【助成】 

 2 月に書類による選考を行い、2025 年 4 月初めに助成します。 

  

金 額 上限 40 万円 

 

問合せ先 

〒222-0033 

 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル 6Ｆ 

 公益財団法人かながわ生き活き市民基金 

 ＴＥＬ 045-620-9044 

 ＦＡＸ 045-620-9045 

 e-mail info@lively-citizens-fund.org 

 URL:http://www.lively-fund.sakura.ne.jp 

 

応募期間 2024 年 11 月 5 日（火）～12 月 6 日（金）（17 時必着） 

その他 

※説明会・個別相談有。個別相談への参加は必須です。 

詳細は募集要項をご覧ください。 

※事業内容の詳細は、上記にお問い合わせください。 

 


